
年
末
年
始
ご
み
の
収
集

日
に
ご
注
意
を
！

　

年
末
年
始
の
ご
み
収
集

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

■
年
内
の
収
集

　

12
月
29
日（
金
）正
午
ま
で

■
年
始
の
収
集

　

 

１
月
８
日
（
月
・
祝
）
か

ら
通
常
通
り
収
集
し
ま
す
。

（ 

地
区
と
種
類
は
、
収
集
カ

レ
ン
ダ
ー
の
と
お
り
で
す
。）

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
課
町
民
生
活
係

　

☎
４
７-

４
６
８
１

し
尿
の
汲
み
取
り
に
つ

い
て

　

年
内
の
し
尿
の
く
み
取
り

を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
12
月

15
日
（
金
）
ま
で
に
（
有
）

上
嶋
環
境
営
繕
（
☎
４
７-

２
０
３
７
）
へ
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

（ 

受
付
時
間
は
午
前
８
時
か

ら
午
後
５
時
ま
で
）

　

な
お
、
年
末
は
申
し
込
み

が
多
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
ま
す
の
で
、
１
週
間
以
上

の
余
裕
を
持
っ
て
、
早
め
に

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

（ 

予
約
締
切
以
降
の
申
し
込

み
に
つ
い
て
は
、
対
応
で

き
ま
せ
ん
。）

■
年
始
の
汲
み
取
り

　

１
月
５
日
（
金
）
か
ら

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
課
町
民
生
活
係

　

☎
４
７-

４
６
８
１

年
末
年
始
に
戸
籍
・
住

民
票
・
印
鑑
証
明
等
の

交
付
は
で
き
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
を
！

　

年
末
年
始
の
た
め
12
月
30

日（
土
）か
ら
１
月
８
日（
月
・

祝
）
ま
で
役
場
及
び
吉
岡
支

所
は
閉
庁
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
期
間
中
、
戸
籍
・
住

民
票
・
印
鑑
証
明
書
・
出
稼

労
働
者
手
帳
等
の
発
行
は
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
閉
庁
期
間

中
に
こ
れ
ら
の
も
の
を
必
要

と
す
る
方
は
、
12
月
29
日

（
金
）
ま
で
に
役
場
町
民
課

窓
口
又
は
吉
岡
支
所
へ
交
付

請
求
さ
れ
る
よ
う
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

　

な
お
、
本
庁
舎
に
お
い
て

は
閉
庁
期
間
中
で
も
出
生

届
・
死
亡
届
等
の
受
付
、
埋

火
葬
許
可
証
は
通
常
通
り
交

付
い
た
し
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
課
戸
籍
係

　

☎
４
７-

４
６
８
１

臨
時
窓
口
の
開
設
に
つ

い
て

　

年
末
年
始
の
休
日
期
間
が

例
年
よ
り
長
期
と
な
る
こ
と

か
ら
、
１
月
４
日
（
木
）
の

午
前
中
に
役
場
本
庁
に
て
臨

時
窓
口
を
開
設
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
詳
し
い
内
容
等
に

つ
い
て
は
、
１
月
号
広
報
で

お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
課
総
務
防
災
係

　

☎
４
７-

３
０
０
１

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
の
配
布

が
始
ま
り
ま
す
！　

　

北
海
道
は
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク

の
普
及
に
取
り
組
ん
で
お

り
、
各
自
治
体
へ
配
布
が
あ

り
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
福

島
町
も
12
月
１
日
（
金
）
か

ら
希
望
者
へ
の
配
布
を
開
始

し
ま
す
。

■
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
と
は

　

 

援
助
や
配
慮
を
必
要
と
し

て
い
る
こ
と
が
外
見
か
ら

は
分
か
ら
な
い
方
が
着
用

す
る
こ
と
で
、
周
囲
の
方

に
配
慮
を
必
要
と
し
て
い

る
こ
と
を
知
ら
せ
る
・
援

助
を
得
ら
れ
や
す
く
す
る

た
め
の
も
の
で
す
。

■
配
布
対
象
者

　

 

外
見
か
ら
は
配
慮
や
援
助

が
必
要
と
分
か
り
に
く
い
方

■
配
布
方
法

　

 

配
布
申
込
書
を
記
入
し
て

い
た
だ
き
、
窓
口
で
お
渡

し
し
ま
す
。
郵
送
は
行
っ

て
お
り
ま
せ
ん
。

■
配
布
場
所

　

 

役
場
福
祉
課
又
は
吉
岡
支
所

※ 

数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の

で
、
申
し
込
み
順
と
な
り

ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

福
祉
課
福
祉
係

　

☎
４
７-

４
６
８
２

　あなたには何人の相続人がおりますか。
　相続は死亡の瞬間に始まります。
　子どもさんを持つ親の離婚や再婚の場合、やが
て予期せぬ相続が発生します。
　違法な遺産処理は思わぬ人権侵犯や罪に問われ
ることもあります。
　相続には遺言書が混乱を防ぐ有効な役割を果た
します。自らしたためてみましょう。
　相続人調査、遺産分割協議、公正証書遺言、成
年後見、農地転用など、お気軽に相談ください。

行政書士 事務所川村明雄
TEL・FAX 0139-47-3035
携帯：090-2050-9138
〒049ー1331
松前郡福島町字三岳90-21
E-mail : photomitake1945@yahoo.co.jp

川村事務所

至 函館 至 松前国道228

コウジの店 コーポきむら オアシス
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